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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感
染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

し
た
場
合
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が

あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
た
場
合
に
、
そ

の
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
期
間
（
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
場
合
に
限
る
）、
傷

病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。

※
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
を
希
望
す
る
場

合
は
、
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

﹇
対
象
者
﹈次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方○ 

江
東
区
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

○ 

勤
務
先
か
ら
給
与
の
支
給
を
受
け

て
い
る
方

○ 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

感
染
、
ま
た
は
そ
の
疑
い
が
あ
る

た
め
労
務
で
き
な
か
っ
た
期
間
が

あ
る
方

○ 

そ
の
就
労
で
き
な
か
っ
た
期
間
に

つ
い
て
、
給
与
の
全
額
ま
た
は
一

部
が
支
給
さ
れ
な
い
方

﹇
支
給
期
間
﹈労
務
に
服
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

₃
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

※
個
人
事
業
主
の
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

※
申
請
に
は
医
療
機
関
や
事
業
主
か

ら
の
証
明
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

﹇
支
給
額
﹈

（
直
近
の
継
続
し
た
₃
か
月
間
の
給

与
収
入
の
合
計
額
を
就
労
日
数
で
除

し
た
金
額
）
×
₂
／
₃
×
日
数
（
支

給
対
象
と
な
る
日
数
）

※
₁
日
当
た
り
の
支
給
額
に
上
限
が

あ
り
ま
す
。

﹇
適
用
期
間
﹈令
和
₄
年
₉
月
₃₀
日

（
金
）
ま
で
（
申
請
期
間
は
労
務
不
能

で
あ
っ
た
日
か
ら
₂
年
間
で
す
）

※
申
請
書
等
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問▢
医
療
保
険
課
保
険
給
付
係
（
区

役
所
₂
階
₆
番
）
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す
で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
以

下
、
認
定
証
）
の
有
効
期
間
が
₇
月

末
日
で
終
了
し
ま
す
。

　
令
和
₄
年
₇
月
₃₁
日
（
日
）
有
効

期
限
の
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

₈
月
以
降
も
交
付
対
象
と
な
る
方
に

は
、
₇
月
末
ま
で
に
新
し
い
認
定
証

を
郵
送
し
ま
す
（
有
効
期
間
は
₈
月

₁
日
（
月
）
〜
令
和
₅
年
₇
月
₃₁
日

（
月
））。
更
新
の
た
め
の
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

﹇
交
付
対
象
と
な
る
方
﹈

○ 

住
民
票
上
の
世
帯
員
全
員
が
令
和

₄
年
度
の
住
民
税
非
課
税
の
世
帯

に
属
し
て
い
る
被
保
険
者
（
未
申

告
な
ど
所
得
不
明
者
が
い
る
場
合

に
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）

○ 

自
己
負
担
割
合
が
₃
割
で
同
じ
世

帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が
い
ず

れ
も
6
9
0
万
円
未
満
の
被
保
険

者
※
初
め
て
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

認
定
証
の
利
用
に
つ
い
て

　
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
保
険
診
療
の
₁
か

月
間
の
自
己
負
担
分
の
支
払
い
が
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
（
支
払
い
が

複
数
の
医
療
機
関
に
わ
た
る
場
合
、

そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額
ま
で
の
支
払
い

に
な
り
ま
す
）。
入
院
・
外
来
い
ず
れ

の
場
合
も
利
用
で
き
ま
す
。

　
認
定
証
を
利
用
し
た
場
合
で
も
、

高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
場
合
は
、

後
日
、
高
額
療
養
費
の
お
知
ら
せ
を

お
送
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
区
分
Ⅱ
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は
、
過
去
₁
年
間
で
区
分
Ⅱ

の
認
定
期
間
内
に
₉₀
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
る
場
合
、
申
請
し
て
い
た
だ

く
と
食
事
代
が
さ
ら
に
減
額
と
な
り

ま
す
。

問▢
医
療
保
険
課
保
険
給
付
係
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介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

一
定
の
収
入
以
下
等
の
条
件
に
該
当

す
る
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
利
用
者

負
担
額
軽
減
確
認
証
を
発
行
し
ま
す
。

こ
の
制
度
の
利
用
は
、
事
業
者
が
軽

減
制
度
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
限

り
ま
す
。

人▢
次
の
₅
点
を
満
た
す
方

① 

世
帯
の
年
間
収
入
が
基
準
収
入
額

以
下
で
あ
る
こ
と
（
₁
人
世
帯
の

場
合
1
5
0
万
円
、
世
帯
構
成
員

が
₁
人
増
え
る
ご
と
に
₅₀
万
円
を

加
え
た
額
）

② 

世
帯
の
預
貯
金
額
等
（
有
価
証
券
、

投
資
信
託
等
も
含
む
）
が
基
準
額

以
下
で
あ
る
こ
と
（
₁
人
世
帯
の

場
合
3
5
0
万
円
、
世
帯
構
成
員

が
₁
人
増
え
る
ご
と
に
1
0
0
万

円
を
加
え
た
額
）

③ 

世
帯
が
そ
の
居
住
に
要
す
る
家
屋

そ
の
他
日
常
生
活
の
た
め
に
必
要

な
資
産
以
外
に
利
用
で
き
る
資
産

を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④ 

負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い
こ
と

⑤ 

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

確
認
証
発
行
に
は
申
請
が
必
要

﹇
必
要
書
類
﹈

○ 

申
請
書
類
（
₃
種
）
①
介
護
保
険

　

生
計
困
難
者
に
対
す
る
利
用
者
負

担
額
軽
減
対
象
確
認
申
請
書
②
収

入
お
よ
び
預
貯
金
申
告
書
③
資
産

お
よ
び
扶
養
の
有
無
に
関
す
る
申

告
書
※
印
鑑
は
朱
肉
を
使
う
も
の

を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
（
現
在
確

認
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
₆
月

中
旬
に
申
請
書
を
発
送
。
初
め
て

申
請
さ
れ
る
方
は
介
護
保
険
課
窓

口
（
区
役
所
₃
階
₂
番
）、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
可
）

○ 

世
帯
全
員
の
年
間
収
入
・
預
貯
金

額
が
確
認
で
き
る
書
類
①
収
入
の

わ
か
る
も
の
（
年
金
振
込
通
知
書

・
源
泉
徴
収
票
の
写
し
・
確
定
申

告
書
の
写
し
等
）
②
預
貯
金
（
通

帳
）
の
写
し
（
氏
名
・
支
店
名
・

口
座
番
号
の
ペ
ー
ジ
、
令
和
₃
年

₁
月
₁
日
か
ら
現
在
ま
で
の
明
細

ペ
ー
ジ
、
定
期
預
金
は
現
在
の
取

引
が
わ
か
る
ペ
ー
ジ
（
取
引
が
な

い
場
合
は
最
初
の
ペ
ー
ジ
））③
有

価
証
券
、
投
資
信
託
等
の
資
産
の

金
額
が
わ
か
る
資
料

○ 

成
年
後
見
人
が
申
請
す
る
場
合
は

登
記
事
項
証
明
書
の
写
し

判
定
結
果
は
後
日
通
知

　
判
定
の
結
果
、
該
当
者
に
は
、「
生

計
困
難
者
に
対
す
る
利
用
者
負
担
額

軽
減
確
認
証
」を
送
付
し
ま
す（
介
護

認
定
結
果
が
出
て
い
な
い
場
合
に
は
、

認
定
後
に
送
付
し
ま
す
）。
施
設
等

を
利
用
す
る
際
に
確
認
証
を
提
示
す

る
こ
と
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

負
担
額
、
施
設
利
用
時
の
食
費
・
居

住
費
に
つ
い
て
2
5
／
1
0
0
を
軽

減
し
ま
す
※
詳
細
は
右
表
の
と
お
り

　
確
認
証
の
有
効
期
限
は
₈
月
₁
日

（
月
）
〜
令
和
₅
年
₇
月
₃₁
日
（
月
）

で
す
。

申▢
必
要
書
類
を
〒
１３５
―
８３８３
区
役
所

介
護
保
険
課
給
付
係
へ
郵
送
ま
た
は

持
参

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
の
申
請
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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4
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₉
月
に
予
定
し
て
い
た
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
率
を
₃₀
％
に

拡
大
し
て
₁₀
月
に
実
施
し
ま
す
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
参
加
店
を
募
集

　
応
募
方
法
、
募
集
締
め
切
り
、
対

象
業
種
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
会
員
資
格

等
の
詳
細
は
江
東
区
商
店
街
連
合
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

https://ww 
w.ko-syouren.jp/

）
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

﹇
対
象
店
舗
﹈江
東
区
商
店
街
連
合
会

加
盟
商
店
会
の
会
員
店
舗
お
よ
び
区

内
中
小
店
舗
で
江
東
区
商
店
街
連
合

会
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
店
舗

問▢
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
専
用
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
平
日
午
前
₉
時
半
〜
午
後

₅
時
半
）

﹇
利
用
者
向
け
﹈

 

☎（
4
3
3
5
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1
3
6

﹇
店
舗
向
け
﹈
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4
3
3
5
）4
1
3
7

経
済
課
商
業
振
興
係

 

☎（
3
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▲ 江東区商店街
連合会ホーム
ページ

軽減対象となるサービスの種類
○→対象になります　×→対象になりません

介護サービス
（要介護1～5の人）

介護予防サービス
（要支援1、2の人）

　訪問介護 ○ ×
　訪問入浴介護 ○ ○
　訪問看護 ○ ○
　訪問リハビリテーション ○ ○
　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ ×
　夜間対応型訪問介護 ○ ×
☆通所介護（デイサービス） ○ ×
☆通所リハビリテーション ○ ○
☆地域密着型通所介護 ○ ○
☆認知症対応型通所介護 ○ ○
※小規模多機能型居宅介護 ○ ○
※看護小規模多機能型居宅介護 ○ ×
◎短期入所療養介護（ショートステイ） ○ ○
◎短期入所生活介護（ショートステイ） ○ ○

◎ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
※原則要介護3以上の方 ○ ×

◎ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
（地域密着型特別養護老人ホーム） ○ ×

☆ は、介護サービス費および食費が軽減されます。
※ は、介護サービス費・食費および居住費（滞在費）が軽減されます。
◎ は、介護サービス費が対象となりますが食費および居住費（滞在費）については介護保険制

度における負担限度額認定証をお持ちの方が対象です。
　上記のサービスは、東京都に事業実施の申出をした事業所を利用する場合に軽減されます。


